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　市税や国民健康保険税、介護保険料、後期
高齢者医療保険料の納付には、便利で安心な
口座振替をお勧めします。口座振替は、定め
られた日に自動的に預貯金口座から振り替え
て納付できますので、支払いに行く手間も省
け、納め忘れもなく安心です。ぜひ、ご利用
ください。
　なお、残高不足などの理由で口座振替がで
きなかったときは、納期限後に口座へ入金し
ても再度の引き落しはできませんので、後日
送付する納付書により、取扱金融機関などの
窓口で納付してください。

※振替日は、各納期月の末日です。ただし、
12月は28日です。振替日が休日の場合は、
その翌営業日に振り替えます。

※過年度分をさかのぼって課税された場合は、
口座振替ができません。

※口座振替の場合は、年度末に一括して領収
済通知書を発送しています（毎期別に領収
済通知書が必要な人は、本庁・納税課まで
ご連絡ください）。ただし、軽自動車税の領
収済通知書兼車検用納税証明書は、６月の
発送になります。

市税・保険料の納付は、口座振替が便利です！市税・保険料の納付は、口座振替が便利です！市税・保険料の納付は、口座振替が便利です！

《取扱金融機関》
肥後銀行、熊本ファミリー銀行、九州労働金
庫、熊本県信用組合、天草信用金庫、本渡五
和農協、あまくさ農協、天草漁協、ゆうちょ
銀行の各本・支店（所）。

　また、国民健康保険から後期高齢者医療保
険に移行したときは、新たに取扱金融機関で
口座振替の申し込み手続きが必要です。今ま
で国民健康保険税を口座振替により納付して
いても、申し込みをしなければ、後期高齢者
医療保険料の納付が口座振替に切り替わるこ
とはありませんので、ご注意ください。

■手続き方法＝預貯金通帳、通帳届出印、納
税（入）通知書を持参し、取扱金融機関（下
参照）に備え付けの「口座振替依頼書」に
必要事項を記入のうえ、同所へ提出してく
ださい。
　　なお、金融機関と市役所の登録が済みし
だい、「口座振替開始通知書」を送付しま
すので、具体的な口座振替の開始時期はこ
の通知書でご確認ください。

【問い合わせ先】本庁・納税課収納係（内線1112）

４月１日から平成25年３月31日まで

事務補助やパソコンを使ったデータ入力 給食調理補助栄養士補助

〒863-0043
市内亀場町亀川99
本渡学校給食センター
☎㉓3942

〒863-1215
市内河浦町白木河内175-50
河浦学校給食センター
☎761400

〒863-8631
（郵送の場合は住所記載不要）
天草市役所・社会福祉課障が
い福祉係（内線1181）

パソコン操作（文書作成や
表計算など）ができる人。

健康で体力に自信のある
人。

事務補助嘱託員 栄養士嘱託員 学校給食センター調理嘱託員

本庁・社会福祉課 本渡学校給食センター 河浦学校給食センター
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面　接

後日通知します。

３月８日㊍（必着）３月15日㊍（必着）

３月22日㊍午前10時から
市役所本庁・面談室

各１人

非常勤職員を募集します！非常勤職員を募集します！

栄養士の資格を持っている
人または４月１日までに取
得見込みの人。

週29時間（月～金曜日〔祝日、年末年始を除く〕
までの週５日勤務）。

月～金曜日（祝日、年末年
始を除く）の週29時間。

３つの習慣
●寝たばこは、絶対しない。
●ストーブは、燃えやすいも
のから離れた位置で使用す
る。
●ガスこんろなどのそばを離
れるときは、必ず火を消す。

４つの対策
●逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器
（平成23年６月から義務化）を設置する。
●寝具、衣類およびカーテンからの火災を防
ぐために、防炎品を使用する。
●火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器などを設置する。
●お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制
をつくる。

『消したはず　決めつけないで　もう一度』

春季全国火災予防運動 ３月１日㊍～同７日㊌

【問い合わせ先】本庁・防災交通課防災消防係（内線1232）

　これから火災が起こりやすい時季になりますので、次の７つのポイントを
守り、住宅の火災予防に努めましょう。

「住宅防火 いのちを守る７つのポイント」
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